
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

厚
生
労
働
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
を
独

立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
に
統
合
し
、
そ
の
名
称
を
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
に
改
め
る
と
と
も
に

、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
の
行
う
中
小
企
業
退
職
金
共
済
業
務
に
係
る
資
産
運
用
委
員
会
の
設
置
、
独
立

行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
の
行
う
福
祉
貸
付
事
業
及
び
医
療
貸
付
事
業
に
係
る
金
融
庁
検
査
の
導
入
、
独
立
行
政
法
人
労
働

政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
及
び
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
お
け
る
役

員
数
の
変
更
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
改
正

一

共
済
契
約
者
が
中
小
企
業
者
で
な
い
事
業
主
と
な
っ
た
と
き
の
取
扱
い

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
（
以
下
「
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
中
小
企
業
者
で
な

い
事
業
主
と
な
っ
た
と
し
て
退
職
金
共
済
契
約
を
解
除
さ
れ
た
共
済
契
約
者
が
、
確
定
拠
出
年
金
法
に
規
定
す
る
企
業
型

年
金
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の
の
実
施
の
通
知
を
し
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
解
除



さ
れ
た
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
の
同
意
を
得
て
、
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
引
渡
し
に
関
す
る
申
出
を
し
た

と
き
は
、
当
該
申
出
に
基
づ
き
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
の
金
額
を
、
確
定
拠
出

年
金
法
に
規
定
す
る
資
産
管
理
機
関
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
第
一
項
関
係
）

二

退
職
金
等
の
支
給
に
係
る
情
報
の
提
供

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
は
、
退
職
金
等
の
請
求
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
退
職
金
等
の
支
給
を
受
け

る
べ
き
者
に
対
し
、
退
職
金
等
の
支
給
に
係
る
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七

条
の
二
関
係
）

三

掛
金
納
付
月
数
の
通
算
制
度
の
拡
充

１

被
共
済
者
の
退
職
前
後
の
退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
納
付
月
数
を
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
申
出
に
係
る
期
間

を
、
現
行
の
被
共
済
者
が
退
職
し
た
後
二
年
以
内
で
あ
る
こ
と
か
ら
三
年
以
内
で
あ
る
こ
と
に
延
長
す
る
こ
と
。
（
第

十
八
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
関
係
）

２

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
は
、
特
定
業
種
退
職
金
共
済
制
度
間
又
は
特
定
業
種
退
職
金
共
済
制
度
と
一
般
の
中
小
企

業
退
職
金
共
済
制
度
と
の
間
を
移
動
し
た
被
共
済
者
が
掛
金
納
付
月
数
の
通
算
を
申
し
出
た
場
合
等
は
、
当
該
被
共
済



者
に
支
給
す
べ
き
退
職
金
に
相
当
す
る
額
の
全
額
を
、
移
動
後
の
制
度
に
係
る
勘
定
へ
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
関
係
）

四

退
職
金
共
済
事
業
を
廃
止
し
た
団
体
か
ら
の
受
入
金
額
の
受
入
れ
等

１

退
職
金
共
済
事
業
を
廃
止
し
た
団
体
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
廃
止
団
体
」
と
い
う
。
）

と
退
職
金
共
済
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
た
事
業
主
が
、
そ
の
雇
用
す
る
従
業
員
を
被
共
済
者
と
し
て
退
職
金
共

済
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
主
が
申
出
を
し
た
と
き
は
、
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
は
、
当
該
廃

止
団
体
と
の
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
当
該
事
業
主
が
退
職
金
共
済
に
関
す
る
契
約
に
基
づ
き
当
該
廃
止
団

体
に
納
付
し
た
掛
金
の
総
額
等
の
範
囲
内
の
金
額
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
関

係
）

２

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
が
、
１
の
受
入
れ
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
け
入
れ
た
金
額
の
う
ち
政
令
で
定
め

る
額
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
月
数
を
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
に
係
る
掛
金
納
付
月
数
に
通
算
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
関
係
）

五

特
定
業
種
退
職
金
共
済
制
度
に
お
け
る
退
職
金
の
支
給
要
件
の
緩
和



特
定
業
種
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
係
る
特
定
業
種
退
職
金
共
済
制
度
に
お
け
る
退
職
金
の
支
給
要

件
で
あ
る
掛
金
納
付
期
間
を
、
現
行
の
特
定
業
種
掛
金
納
付
月
数
が
二
十
四
月
以
上
で
あ
る
こ
と
か
ら
十
二
月
以
上
で
あ

る
こ
と
に
短
縮
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
三
条
第
一
項
関
係
）

六

資
産
運
用
委
員
会
の
設
置
等

１

勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
に
、
退
職
金
共
済
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
業
務
の
適
正
な
運
営

を
図
る
た
め
、
資
産
運
用
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
関
係
）

２

余
裕
金
の
運
用
に
関
す
る
基
本
方
針
の
作
成
又
は
変
更
は
、
資
産
運
用
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
と
と
も
に
、
資
産
運
用
委
員
会
の
権
限
及
び
組
織
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
六
十
九
条
の

二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
十
九
条
の
三
関
係
）

３

資
産
運
用
委
員
は
、
経
済
又
は
金
融
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か

ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
欠
格
要
件
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（

第
六
十
九
条
の
四
関
係
）

七

業
務
上
の
余
裕
金
の
合
同
運
用
の
実
施



勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
業
務
及
び

特
定
業
種
退
職
金
共
済
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を
合
同
し
て
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第

七
十
七
条
第
五
項
関
係
）

八

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法
の
一
部
改
正

一

検
査
権
限
の
委
任

厚
生
労
働
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
に
対
す
る
立
入
検
査
の
権
限
の
一
部
を
内
閣
総
理
大
臣
に
委
任
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
の
委
任
さ
れ
た
権
限
を
金
融
庁
長
官
に
委
任
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
六
条
関
係
）

二

承
継
債
権
管
理
回
収
業
務
に
お
い
て
回
収
し
た
債
権
の
定
期
的
な
国
庫
納
付

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
は
、
承
継
債
権
管
理
回
収
業
務
に
お
い
て
回
収
し
た
債
権
の
元
本
の
金
額
を
定
期
的
に

年
金
特
別
会
計
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
条
の
二
第
六
項
関
係
）



三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
四

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
法
の
一
部
改
正

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
二
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。
（
第
六
条
関
係
）

第
五

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
の
一
部
改
正

一

題
名
及
び
法
人
の
名
称
の
変
更

法
律
の
題
名
を
「
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
法
人
の
名
称
を
独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
安
全
機
構
（
以
下
「
労
働
者
健
康
安
全
機
構
」
と
い
う
。
）
に
改
称
す
る
こ
と
。
（
題
名
及
び
第
二
条
関
係
）

二

労
働
者
健
康
安
全
機
構
の
目
的

労
働
者
健
康
安
全
機
構
は
、
療
養
施
設
及
び
労
働
者
の
健
康
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
研
修
、
情
報
の
提
供

、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
た
め
の
施
設
の
設
置
及
び
運
営
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾

病
に
関
す
る
療
養
の
向
上
及
び
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
措
置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
と
と
も
に



、
事
業
場
に
お
け
る
災
害
の
予
防
に
係
る
事
項
並
び
に
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
に
係
る
事
項
及
び
職
業
性
疾
病
の
病

因
、
診
断
、
予
防
そ
の
他
の
職
業
性
疾
病
に
係
る
事
項
に
関
し
て
臨
床
で
得
ら
れ
た
知
見
を
活
用
し
つ
つ
、
総
合
的
な
調

査
及
び
研
究
並
び
に
そ
の
成
果
の
普
及
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
安
全
及
び
健
康
の
確
保
を
図
る

ほ
か
、
未
払
賃
金
の
立
替
払
事
業
等
を
行
い
、
も
っ
て
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
（
第
三
条
関
係
）

三

理
事
数
の
変
更

労
働
者
健
康
安
全
機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
五
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
関

係
）

四

業
務
の
範
囲
の
変
更

１

労
働
者
健
康
安
全
機
構
は
、
従
来
の
業
務
に
加
え
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
一
項
関

係
）

事
業
場
に
お
け
る
災
害
の
予
防
に
係
る
事
項
並
び
に
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
に
係
る
事
項
及
び
職
業
性
疾
病

（一）
の
病
因
、
診
断
、
予
防
そ
の
他
の
職
業
性
疾
病
に
係
る
事
項
に
関
す
る
総
合
的
な
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
（
（二）



に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

化
学
物
質
で
労
働
者
の
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
有
害
性
の
調
査
を
行
う
こ
と
。

（二）

及
び

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
。

（三）

（一）

（二）

２

労
働
者
健
康
安
全
機
構
は
、
１
の
業
務
の
ほ
か
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
に
よ
る
労
働
災
害
の
原
因
の
調
査
及
び

当
該
調
査
に
係
る
立
入
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
第
二
項
関
係
）

五

区
分
経
理

労
働
者
健
康
安
全
機
構
は
、
そ
の
業
務
の
う
ち
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
社
会
復
帰
促
進
等
事

業
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
係
る
経
理
と
そ
の
他
の
業
務
に
係
る
経
理
と
を
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
第
十
二
条
の
二
関
係
）

六

緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
の
厚
生
労
働
大
臣
の
要
求

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
労
働
災
害
の
予
防
の
た

め
の
調
査
及
び
研
究
を
緊
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
者
健
康
安
全
機
構
に
対
し
、
必
要
な
調
査
及

び
研
究
の
実
施
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
六
条
第
二
項
関
係
）



七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
六

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
改
正

一

本
則
上
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四

条
関
係
）

二

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
、
役
員
と
し
て
、
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
業
務
を
担
当
す
る
理
事

一
人
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条
第
二
項
関
係
）

第
七

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
六
及
び
第
七
の
五
の
一
部
に
つ
い
て
は

公
布
の
日
か
ら
、
第
二
の
六
及
び
八
の
一
部
、
第
三
（
三
の
一
部
を
除
く
。
）
並
び
に
第
七
の
五
の
一
部
に
つ
い
て
は
平

成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

退
職
金
共
済
事
業
を
廃
止
し
た
団
体
か
ら
の
受
入
金
額
の
受
入
れ
等
に
関
す
る
経
過
措
置



廃
止
団
体
と
退
職
金
共
済
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
た
事
業
主
が
、
施
行
日
以
後
に
退
職
金
共
済
契
約
を
締
結
し

、
第
二
の
四
の
１
の
申
出
を
し
た
場
合
に
、
当
該
退
職
金
共
済
に
関
す
る
契
約
に
係
る
掛
金
の
月
額
が
五
千
円
未
満
で
あ

っ
た
と
き
に
は
、
当
該
退
職
金
共
済
契
約
を
締
結
し
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月

ま
で
の
間
は
、
掛
金
月
額
は
、
二
千
円
以
上
五
千
円
未
満
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四

条
第
二
項
関
係
）

三

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
の
解
散
等

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
国
が
承
継

す
る
資
産
を
除
き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
労
働
者
健
康
安
全
機
構
が
承
継
す
る
等
、
そ
の

解
散
に
関
す
る
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
附
則
第
八
条
関
係
）

四

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
法
の
廃
止

独
立
行
政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
法
は
、
廃
止
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
十
四
条
関
係
）

五

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
ほ
か
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


